
資料２

特定防除資材（特定農薬）における論点整理について（案）

１．特定農薬の制定

無登録農薬使用問題を契機として平成１４年の臨時国会で農薬取締法が大幅に改

正され、農作物の病害虫防除等には、登録されている農薬以外の使用はできない旨農

薬の使用規制が新たに規定される一方、農家が自家製造する等して使用している防除

資材のうち「原材料に照らし農作物、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがない

ことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬 （特定農薬）」

については、農薬登録を不要とする制度が新設された （別添１及び２）。

２．特定農薬の指定に係る検討体制

（１）平成１４年末の農薬取締法改正により、特定農薬を指定し、若しくは変更しよ

うとするときは農業資材審議会の意見を聴かなければならないこととなった。これ

に伴い、第５回農業資材審議会農薬分科会（平成１４年末）において、農業資材審

議会の議事規則に基づき、特定農薬小委員会の設置につき了承、中央環境審議会土

壌農薬部会農薬小委員会と合同で、特定農薬に係る合同会合を開催することとなっ

た。

平成１５年６月には食品安全基本法が制定され、特定農薬を指定し、若しくは変（２）

更しようとするときは食品安全委員会の意見を聴かなければならないこととなっ

た （別添２）。

３．特定農薬の指定に係る検討経緯（主な了承事項：別添３）

（１）平成１４年末に農林水産省が「病害虫の防除や忌避等、農薬のような用途で使

われていることを否定できないが原材料に照らし農作物、人畜及び水産動植物に害

を及ぼすおそれがないと思われる資材 （保留資材）につき都道府県及びインター」

ネットを通じて情報収集。その結果 「食酢 「重曹」及び「天敵（使用される場、 」、

第１回合同会所の周辺で採取されたもの 」の３資材が指定されることとなった。）

では、事務局からこれら資材の指定につき説明を行い、了承が得られた。また、合

「特定農薬」の名称を通称「特定防除資材」とすることとなった。

第２、３回合同会合了承事項（２）

「特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針」が検討され、その後

パブリックコメント手続きを経て平成１６年３月に関係機関に通知された。また、

農薬ではないとされる資材及び農薬として使用すべきでないもの（使用する場合に

は農薬登録が必要なもの）につき了承が得られた。

第４回合同会合了承事項（３）

①魚毒性の判定に必要な試験の具体的な実施方針について

②食品中の残留基準の設定された成分を含有する資材の取扱いについて



③特定防除資材の指定が保留されている資材の「特定農薬（特定防除資材）に該当

しない資材の取扱いについて」への追加について

④毒劇物に指定されている化学物質の取扱いについて

⑤評価指針Ⅲの１の（４）に規定する「化学合成された界面活性剤等」について

第５回合同会合了承事項（４）

液状活性炭について指定の対象外として了承が得られた。

第６回合同会合了承事項（５）

①複数の原材料からなる混合物の取扱について

②農薬と混同して使用される糖類等の取扱について

③特定防除資材（特定農薬）として販売されるものの表示の指導について

〔関係機関への通知〕

・H16.3.1付き 15消安第6522号、環水土発第040301001号

特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針について

・H16.4.23付き 15消安第7436号、環水土発第040423001号

特定農薬（特定防除資材）に該当しない資材の取扱いについて

・H16.5.20付き 16消安第1083号、環水土発第040520001号

特定防除資材の指定に関する資料を提出する際の資料概要の様式

及び記入例について

４．特定農薬の指定の可否等に関する検討事項について

（１）資材の定義について

既に特定農薬に指定されている「食酢 「重曹」については、社会通念上、一定」

の資材を指している。

しかし、特定農薬の候補資材の中には名称のみで社会通念上一定の性質を持つ

と判断されない資材もあり、これらの資材については、定義的な規格を設けること

としてはどうか。

なお、このような定義的な規格の設定に当たっては、専門家での御議論のほか、

法令上の妥当性も検討する必要があるのではないか。

【例：電解次亜塩素酸水の場合】

社会通念上、一定の資材を示すといえないため、定義的な規格が

必要であると考える。

〔定義例〕

塩化カリウムと飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水

であって、 以下、有効塩素濃度 ～ のもの。pH6.5 10 60mg/kg

（２）評価指針における「化学合成された物質」の取扱いについて

化学合成物質については 「特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関す、

る指針 （以下 「評価指針」という ）の中で指定に係る手続きの特定防除資材の」 、 。

検討対象とする資材の範囲として「原則として化学合成された物質」については、



検討対象資材の範囲外との扱いと記載されている。しかしながら、化学合成物質の

中には天然に存在しているものも存在することから、評価指針にある「原則として

化学合成された物質」からは「人工的に合成可能であるが、天然にも存在する化学

物質」は除いてはどうか。

（３）薬効に係る考え方について

特定防除資材（特定農薬）の使用については対象作物や病害虫等、用途に対する

制限がないため、理論上あらゆる農作物及び病害虫等に対して使用が可能である。

しかしながら、全ての用途、対象作物に関する薬効データを求めるのは現実的でな

いことから実際に使用の認められる一部の用途につき薬効があると確認されれば、

その資材は「薬効がある」としてはどうか。

なお、当該資材の販売に当たっては、薬効ありとされた農作物及び病害虫等用途

について表示するよう指導することとする。

（４）薬効の算出方法について

別添４参照



（別添１）

特定防除資材（特定農薬）の仕組みができるに至った背景及び概念

ポイント：

特定防除資材（特定農薬）は、農薬使用に係る法令上の規制が新たに規定された

際に、安全な資材の使用につき、それまでと比較して過剰規制とならないよう設

定されたもの

１．平成１４年７月下旬から８月上旬にかけて、一部の業者が登録の無い農薬を輸

入し、広域に販売していたことが発覚、当該業者が農薬取締法等違反の容疑で逮捕

。 。 、される事件が発生 一部農家は無登録農薬と知りながらこれを使用した この結果

消費者の国産農産物への信頼が損なわれただけでなく、農作物の出荷自粛等の事態

も生じた。このような事態を踏まえ、

（１）無登録農薬が輸入されないよう水際での監視を強化するとともに

（２）無登録農薬の使用を法的に禁止し、

（３）さらに違法な販売等が行われないよう罰則を強化する

等の措置を講ずることが必要となった。

２．これを受け、平成１４年１２月１１日に改正農薬取締法が公布された。改正内

容は以下のとおり。

（１）無登録農薬の製造及び輸入の禁止

（２）輸入代行業者による広告の制限

（３）無登録農薬の使用規制の創設（一部農家が無登録農薬と知りながら、これを

使用していた実態を踏まえ、無登録農薬を農作物等の防除に用いることを法的

に禁止する）

（４）農薬の使用基準の設定

（５）法律違反の罰則の強化

３．このうち、上記２ （３）を法律に盛り込むのに伴って、農家が使用している防．

除剤、天敵等のうち安全性の明らかなものについてまで全て登録制度に載せるとい

うことになるとかなり過剰規制になることから、過剰規制を回避するために特定防

除資材（特定農薬）の仕組みが制定された。



（別添２）

特定防除資材の法律的位置付け

１．定義

原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明

（ 、らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬 農薬取締法第２条１項

農林水産大臣・環境大臣による告示）

２．使用方法に関する規制

農薬使用基準の対象から除外

３．表示に関する規制

使用方法等の表示義務は課せられていないが、表示項目について指導を実施

４．指定に当たっての法律技術的制約

法律上の定義を満たすものであれば、いかなる農薬でも指定は可能

５．指定の手続きに関する法律上の規定

特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするときは農業資材審議会の意見を聴か

なければならない特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするときは農業資材審議

会の意見を聴かなければならない（農薬取締法第１６条第３項より抜粋 。）

関係各大臣は、特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするときは食品安全委員

会の意見を聴かなければならない（食品安全基本法第２４条第１項第２号に基づき改

変）



参考：特定農薬関係条文

【改正農薬取締法】
（定義）

「 」 、 （ 。第１条の２ この法律において 農薬 とは 農作物 樹木及び農林産物を含む
以下「農作物等」という ）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の。
動植物又はウイルス（以下「病害虫」と総称する ）の防除に用いられる殺菌。
剤、殺虫剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該
防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む ）及び農作物等の生理。

、 。機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤 発芽抑制剤その他の薬剤をいう
前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを２

農薬とみなす。

（農薬の登録）
製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなけれ第２条

ば、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原
材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが
明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以下「特定農
薬」という ）を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第１５条の２第。
１項の登録に係る農薬で同条第６項において準用する第７条の規定による表示
のあるものを輸入する場合 その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、
この限りでない。

（使用の禁止）
何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。た第１１条

だし、試験研究の目的で使用する場合、第２条第１項の登録を受けた者が製造
し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場
合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一 容器又は包装に第７条の規定による表示のある農薬（第９条第２項の規
定によりその販売が禁止されているものを除く ）。

二 特定農薬

（農業資材審議会）
第１６条 （略）
２ （略）

農林水産大臣及び環境大臣は、第２条第１項の規定により特定農薬を指定３
し、若しくは変更しようとするとき、又は第１２条第１項の農林水産省令・
環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意
見を聴かなければならない。

【食品安全基本法】
（委員会の意見の聴取）

関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければな第２４条
らない。ただし、委員会が第１１条第１項第１号に該当すると認める場合又は
関係各大臣が同項第３号に該当すると認める場合は、この限りでない。
１ （略）

農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第１条の３の規定により公定規２
格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第２条第１項
の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同
法第３条第２項（同法第１５条の２第６項において準用する場合を含む ）。
の基準（同法第３条第１項第６号又は第７号に掲げる場合に該当するかど
うかの基準を除く ）を定め、若しくは変更しようとするとき。。

（以下 略）



（別添３）
合同会合等における主な了承事項（注１）

了承事項 参照文書

特定防除資材（特定農薬）指定のための評価１．特定農薬の指定に関する各種考え方

に関する指針（平成１５年５月、第３回合同

会合）

２．特定農薬の指定の可否に係る了承事項

複数の原材料から製造された個別の製品 商品 市場開放問題苦情処理対策本部苦情受付・処（ ）

を特定農薬として指定することについては、適 理状況（ 番号 処理内容抜粋、平成１OTO 660
切でない ５年３月６日、農林水産省、環境省回答）

病害虫や雑草に対する防除効果又は農作物等の 特定防除資材（特定農薬）指定のための評価

生理機能の増進もしくは抑制の効果が確認され に関する指針（平成１５年５月、第３回合同

ること 会合）

農作物等、人畜及び水産動植物への安全性が確 同上

認された資材であること

以下に掲げるものに該当しないこと 同上

・原則として化学合成された物質であるもの

（食品を除く）

・抗生物質

・天敵微生物（弱毒ウイルスを除く）

・有効成分以外の成分として化学合成された界

面活性剤等の補助成分が入っているもの

（ 、薬剤でないもの（物理的防除等）に該当しない 農薬ではないとされるもの 平成１５年５月

こと 第３回合同会合）

「天敵」については、左記資料に示された動物 同上

（ 、 ）、 （ ）アイガモ 牛等 植物 マリーゴールド等

その他に該当しないこと

肥料（成分が植物に吸収されて栄養的にはたら 同上

くもの）に該当しないこと（注２）

使用方法から見て農薬に該当しないもの 同上

（使用例）

・目印・増量剤として使用

・渋取り用

・防除機や樹幹の凍結防止

・散布後や養液栽培中の農薬の分解促進

・食味向上、品質促進

・塗布による物理的な病菌侵入防止

・水（注３）

食品中の残留農薬基準が設定された成分を含む 食品中の残留農薬基準が設定された成分を含

資材でないこと 有する資材の取扱いについて

（平成１６年１１月、第４回合同会合）

毒劇物に指定されている化学物質（水酸化ナト 毒劇物に指定されている化学物質の取扱い等

リウム等）に該当しないこと について

（平成１６年１１月、第４回合同会合）



了承事項 参照文書

化学合成された界面活性剤等を含むものに該当 評価指針Ⅲの１の（４）に規定する「化学合

しないこと（注４） 成された界面活性剤等」について

（平成１６年１１月、第４回合同会合）

原則として混合物は指定の対象とはしないが、 複数の原材料からなる混合物の取扱について

すべての原材料について、その安全性が各々確 （平成１７年８月、第６回合同会合）

認されており、かつそれらを混合した混合物と

しての薬効が確認された場合にあっては、当該

混合物を特定防除資材の指定の対象とする（原

材料の混合割合は規定しない 。安全性につい）

ては、混合による化学変化の可能性がある場合

等必要に応じ確認を行う （注５）。

農薬と混合して使用される糖類等に該当しない 農薬と混合して使用される糖類等の取扱につ

こと （注５） いて。

（平成１７年８月、第６回合同会合）

３．その他の主な了承事項

特定防除資材の水産動植物の実証試験について 魚毒性の判定に必要な試験の具体的実施方針

は 原体でなく 製剤で行うことが適当である について、 、 。

（平成１６年１１月、第４回合同会合）

商品として販売されている保留資材について 特定防除資材の指定が保留されている資材の

は、原則として製造者等から国へ評価に必要な 今後の取扱いについて

資料の提供がなされ、国がこれを受けて指定の （平成１６年１１月、第４回合同会合）

可否を判断すべきものと考えられる。

特定防除資材（特定農薬）として販売されるも 特定防除資材（特定農薬）として販売される

のについては、左記の資料に掲げる方針で表示 ものの表示の指導について

を指導する。 （平成１７年８月、第６回合同会合）

（注１）詳細は、それぞれの参照文書を参照のこと。

（注２）副次的に病害虫への抵抗性を高めたり、成長を促進する効果がある場合があるが、これら

の効果をもって農薬であると認めることは困難であると判断されるもの 。）

（注３）水は様々なものを溶かす性質があるが、常温では不活性物質であり、使用方法に関わらず

「薬剤」には該当しないと考えられる。

（注４）石けん及び食品衛生法上使用量の制限がないものを除く。

（注５）パブリックコメント手続きは未実施。



（別添４）

薬効の算出方法について（追加）

（評価指針Ⅳの2（２）検討対象資材の薬効が確認される目安）

１ 薬効に関する評価について

特定防除資材（特定農薬）の評価指針Ⅳの２の（１）に、試験成績等に係る資料に

ついては、従来、防除価（数字が大きい方が効果が高い ）を基準に評価を行ってい。

たところである。

平成17年８月31日に開催された農薬資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中

央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会合同会合（第６回）において、以下の算出方

法を事務局から紹介したところであるが、以下を評価指針Ⅳの2（２）検討対象資材

の薬効が確認される目安の「①病害虫又は雑草の防除に使用する資材の場合」の目安

に追加してはどうか。

２ 算出方法等について

（１）補正密度指数

害虫の防除効果試験において、処理区と無処理区の効果の評価に用いられる指数

である。これは、散布前の密度の違いを考慮し、各調査時点の無処理区の密度を10

0とした場合の各区の発生割合を示している。

【算出方法】

処理区のＸ日後虫数 無処理区の散布前虫数
補正密度指数＝ × × 100

処理区の散布前密度 無処理区のＸ日後虫数

※ 計算には通常各区の平均値を用いる（以下同 。）

【評価について】

補正密度指数が「５０未満」であること （数字が小さい方が効果大 ）。 。

（２）密度指数

害虫の調査において、散布前の調査を行わなかった場合に使われる指数である。

定植時処理剤のように、処理時における初期虫数が通常著しく低いような場合に用

いられる。計算式は以下のようになる （無処理区：100）。

【算出方法】

処理区のＸ日後虫数
密 度 指 数＝ × 100

無処理区のＸ日後虫数

【評価について】

密度指数が「５０未満」であること （数字が小さい方が効果大 ）。 。


